
第６９号議案 

芦屋市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 芦屋市市税条例等の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和４年１１月２９日提出 

                        芦屋市長 伊 藤  舞 

提案理由 

 市債権の督促に係る手数料を廃止することに伴い、関係規定を整理するため、この

条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号

   芦屋市市税条例等の一部を改正する条例の制定について

（芦屋市市税条例の一部改正）

第１条 芦屋市市税条例（昭和５９年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（用語） （用語） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該

各号に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 徴収金 市税並びにその延滞金，過少申告加算金，不申告加

算金，重加算金及び滞納処分費をいう。 

(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料，延滞金，過少申告加算

金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分費をいう。 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

 （督促手数料） 

第１２条 削除 第１２条 徴税吏員は，督促状を発した場合においては，督促状１

通について，８０円の督促手数料を徴収しなければならない。た

だし，やむを得ない理由があると認める場合においては，これを

徴収しない。 
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（芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正）  

第２条 芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例（昭和３３年芦屋市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例 芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条

  例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第

１項の規定による督促及び同条第２項の規定による延滞金の徴収

については，法令その他に特別の定めがあるものを除くほか，こ

の条例の定めるところによる。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第

２項の規定による手数料及び延滞金の徴収については，法令その

他に特別の定めがあるものを除くほか，この条例の定めるところ

による。 

 （督促手数料） 

第４条 削除 第４条 督促状を発したときは，１通につき８０円の督促手数料を

徴収する。 

（徴収の順序） （徴収の順序） 

第６条 徴収金の延滞金は当該徴収金と同時に徴収する。 第６条 徴収金の督促手数料及び延滞金は当該徴収金と同時に徴収

する。 

（芦屋市介護保険条例の一部改正）  

第３条 芦屋市介護保険条例（平成１２年芦屋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。
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 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （保険料の督促手数料） 

第８条 削除 第８条 保険料の督促手数料は，督促状１通につき８０円とする。

（芦屋市国民健康保険条例の一部改正）  

第４条 芦屋市国民健康保険条例（昭和３８年芦屋市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （督促手数料） 

第２０条 削除 第２０条 督促手数料は，督促状１通につき８０円とする。 

（芦屋市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）  

第５条 芦屋市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年芦屋市条例第１７号）の一部を次のように改正する。
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 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （保険料の督促手数料） 

第５条 削除 第５条 保険料の督促手数料は，督促状１通につき８０円とする。

（阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正） 

第６条 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例（昭和５５年芦

屋市条例第３３号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（清算金の分割徴収） （清算金の分割徴収） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２・３（略） ２・３（略） 

 ４ 法第１０６条第２項の規定により督促するときは，督促状１通

について８０円の督促手数料を徴収する。 

４ （略） ５ （略） 
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（阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正） 

第７条 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例（平成３０年芦

屋市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（延滞金） （督促手数料及び延滞金） 

第１７条 市長は，法第１１８条の２４第２項において準用する法

第１０６条第２項の規定により督促を受けた者がその督促状にお

いて指定した期日までにその納付すべき金額を納付しないとき

は，法第１１８条の２４第２項において準用する法第１０６条第

３項の規定により延滞金を徴収するものとする。 

第１７条 市長は，法第１１８条の２４第２項において準用する法

第１０６条第２項の規定により督促するときは，督促状１通につ

いて８０円の督促手数料を徴収する。 

 ２ 前項の督促を受けた者がその督促状において指定した期日まで

にその納付すべき金額を納付しないときは，法第１１８条の２４

第２項において準用する法第１０６条第３項の規定により延滞金

を徴収するものとする。 

２ （略） ３ （略） 

（芦屋市道路占用料条例の一部改正） 

第８条 芦屋市道路占用料条例（昭和２９年芦屋市条例第５号）の一部を次のように改正する。
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 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（延滞金） （督促手数料及び延滞金） 

第６条 （略） 第６条 市長は，法第７３条の規定により占用料の督促をしたとき

は，督促状１通につき８０円の督促手数料を徴収する。 

   ２ （略） 

２ （略） ３ （略） 

附 則 

 （施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （芦屋市市税条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市市税条例第１２条

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

３ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市税外徴収金の督促

及び延滞金の徴収に関する条例第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （芦屋市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置）

４ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市介護保険条例第８

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（芦屋市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置）

５ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例
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第２０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（芦屋市後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

６ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市後期高齢者医療に

関する条例第５条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

７ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の阪神間都市計画事業（芦

屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例第１４条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

（阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

８ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の阪神間都市計画事業（芦

屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例第１７条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

（芦屋市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市道路占用料条例第

６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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参 照

芦屋市市税条例等の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

  市債権の督促に係る手数料を廃止することに伴い、関係規定を整理するため、この条

例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

市債権においてこれまで督促状を送付する際に徴収することとしていた督促手数料

（８０円）を廃止することとし、次の条例の督促手数料に係る規定を削除する。 

(1) 芦屋市市税条例 

(2) 芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例 

(3) 芦屋市介護保険条例 

(4) 芦屋市国民健康保険条例 

(5) 芦屋市後期高齢者医療に関する条例 

(6) 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の

施行に関する条例 

(7) 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の

施行に関する条例 

(8) 芦屋市道路占用料条例 

３ 施行期日等 

 (1) 令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 

   この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、改正後の２

(1)から(8)までの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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第６９号議案説明資料

市債権に係る督促手数料の廃止について

１ 廃止の目的

  督促状の発送に係る手数料を廃止することにより、手数料徴収事務にかかる業

務量の削減を図るとともに、当該事務に要する時間を市債権の徴収業務に充てる

ことで、徴収に係る事務の効率性と徴収率の向上を目指すもの。 

２ 督促手数料の現状 

(1)  督促手数料徴収実績（令和３年度）

債権名 発送件数 収入額(円) うち現年度分（円） 

市税 17,825 1,276,900 964,080

国民健康保険料 11,466 734,246 412,170

後期高齢者医療保険料 1,963 126,046 102,240

介護保険料 3,462 215,150 157,440

保育料 110 5,840 5,200

合計 34,826 2,358,182 1,641,130

 ※保育料には延長保育料を含む。以下同じ。 

(2) 督促状の発送及び未納の督促手数料の徴収に係る総コスト 

（円／督促状１通当たり） 

債権名 人件費 
消耗品・ 

印刷経費 
物件費 その他 合計 

市税 105.6 6.6 73.0 23.5 208.7

( 

参

考 
) 

国民健康 

保険料 
46.2 6.9 73.0 8.0 134.1

後期高齢者

医療保険料 
165.0 24.4 73.0 22.0 284.4

介護保険料 105.6 7.4 73.0 10.0 196.0

保育料 227.2 3.6 84.0 6.0 320.8

※ 各コストは、本年度の使用料・手数料の見直しの際に用いた算式で積算 
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(3) 督促手数料を廃止することにより削減される業務時間と人件費（年間） 

債権名 

業務時間（時間） 

人件費換算 

(円) 
問い合わせ 

苦情等対応 

督促状発送

後のチェッ

ク(※２) 

還付等 

(※３) 
合計 

市税 201.0 160.0 15.5 376.5 1,490,940

国民健康 

保険料 
15.0 2.5 2.5 20.0 79,200

後期高齢者 

医療保険料 
10.0 2.5 2.5 15.0 59,400

介護保険料 18.0 6.0 1.0 25.0 99,000

保育料 1.2 1.0 0.5 2.7 10,692

合計 245.2 172.0 22.0 439.2 1,739,232

※１ 人件費換算額は、本年度の使用料・手数料の見直しの際に用いた人件費単価(66円/分)

を使用して算出 

   ※２ (例)・督促手数料のみ未納となっている期別につき、行き違いにより請求できないも

のをチェックする作業  

   ※３ (例)・督促手数料の誤納による還付処理 

        ・還付が生じた場合において、督促手数料に未納があるときに還付金の一部を督

促手数料に充当する処理 

３ 督促手数料を廃止している自治体 

兵庫県下 兵庫県、神戸市、姫路市、明石市、西宮市、加古川市、 

宝塚市、高砂市、多可町、播磨町 

大阪府下 大阪府、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、泉大津市、高槻市、貝塚市、

枚方市、八尾市、松原市、柏原市、東大阪市、阪南市、田尻町 

４ 督促手数料徴収自治体と廃止自治体の平均徴収率の推移【兵庫県下２９市】

                          （単位：％） 

93.95
94.66 94.95

95.47 95.89 96.30
96.78 97.09 96.66

97.59

91.85
92.57 92.97

93.58 94.21
94.91

95.45 95.82 95.44
96.49

市税（現・滞計）

督促手数料廃止市平均 督促手数料徴収市平均
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